
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

森

本

俊

一

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

明
日
香
村
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

森
川
裕
一

令
和
五
年
一
月
二
十
日

伊
谷
け
ん
じ
後
援
会

伊
谷
賢
司

令
和
四
年
十
二
月
一
日

植
村
か
ず
の
り
後
援
会

植
村
和
宣

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日

え
び
は
ら
の
り
子
後
援
会

蛯
原
能
里
子

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日

王
寺
町
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

平
井
康
之

令
和
五
年
一
月
十
六
日

王
寺
の
未
来
を
考
え
る
会
（
玉
守
か
ず
よ
し

玉
守
数
叔

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日

後
援
会
）

小
川
正
一
後
援
会

野
尻
幸
男

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

河
合
町
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

清
原
和
人

令
和
五
年
一
月
十
六
日

か
わ
は
た
み
き
こ
後
援
会

樋
口
眞
直

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日

上
牧
町
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

今
中
富
夫

令
和
五
年
一
月
十
七
日



喜
翔
会

森
川
喜
之

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日

広
陵
町
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

山
村
吉
由

令
和
五
年
一
月
二
十
六
日

三
郷
町
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

森
宏
範

令
和
五
年
一
月
二
十
五
日

下
市
町
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

杦
本
龍
昭

令
和
五
年
一
月
二
十
日

杉
井
康
夫
を
育
て
る
会

上
田
真
清

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日

天
川
村
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

車
谷
重
高

令
和
五
年
一
月
二
十
日

奈
良
県
医
薬
品
登
録
販
売
者
政
治
連
盟

田
尾
一
志

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日

野
迫
川
村
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

吉
井
善
嗣

令
和
五
年
一
月
二
十
五
日

魅
力
あ
る
五
條
市
に
す
る
会

植
村
和
宣

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日

吉
野
町
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

中
井
章
太

令
和
五
年
一
月
二
十
六
日

緑
栄
会
（
中
谷
ひ
さ
よ
し
後
援
会
）

堂
本
茂
忠

令
和
四
年
十
二
月
十
五
日
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